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令和７年度第２回山梨大学医学部附属病院監査委員会報告書について 

 

 

令和８年１月２１日（火）に、医療法施行規則（昭和２３年厚生労働省第５

０号）第１５条の４第１項第２号に基づき監査を実施し、今回の監査項目につ

いて是正事項はなく、詳細は別紙のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度第２回国立大学法人山梨大学医学部附属病院監査委員会報告書 

 

国立大学法人山梨大学医学部附属病院監査委員会細則第 3 条に基づき、監査を実施いた

しましたので、以下のとおり報告いたします。 

 

1.監査の方法 

 山梨大学医学部附属病院における医療安全に係る業務の状況について、以下のとおり管

理者等からの聴取及び資料の閲覧等の方法によって説明を求めることにより、監査を実施

した。 

日 時：令和８年１月２１日（水）１５：３０～１７：００ 

場 所：山梨大学医学部キャンパス シミックプラザ１階シミックホール 

委員長：矢野 真（日本赤十字社総合福祉センター） 

委 員：甲光俊一（こうみつ法律事務所弁護士）（副委員長） 

    望月 智（中央市市長） 

説明者：木内病院長、川村医療安全管理責任者、荒神医療の質・安全管理部長、鈴木医薬品

安全管理責任者、中島（歩）医療機器安全管理責任者、中島（博）高難度新規医療

技術部門長、大西医療放射線安全管理責任者、青木看護師長／ＧＲＭ、橋本副看護

師長、松村薬剤主任／ＧＲＭ、小俣監事、數野監事、石原医学域事務部長、京嶌医

学域事務部特命部長、山本監査室長、笠井医学域事務部総務課長、根本医学域事務

部医療支援課長 

 

2.監査項目と結果 

［１］医療安全管理責任者の業務の状況について 

医療安全管理責任者は、院内外の医療安全全般に深く関与し、各会議体へ出席するととも

に、各部門と協働し、問題解決の中心的立場で業務を行っていることに加え、令和７年９月

１８日に医療法第２５条および健康増進法第１８条の規定に基づく立入検査が実施され、

山梨県からの指摘事項２項目、関東信越厚生局からの留意事項２項目および検査時に口頭

で指導された事項について、改善を行っている旨、資料に基づき報告があった。 

外部監査の指摘事項に対して病院として適切に対応し、必要な改善は実施されており、医

療安全管理責任者としての役割を適切に果たし、病院の中心となって、安全管理に取り組ん

でいることが確認された。 

 

［２］医療安全管理部門の業務の状況について 

(1)画像診断及び病理診断の確認状況、 (2)高難度新規医療技術の申請件数や内容、 (3)

医薬品適応外使用申請実績、(4)インシデント発生報告として、職種別件数、種類別件数、

想定外別集計、患者間違い件数、レベル別のインシデント転倒・転落件数、 (5)状況報告書



の検討状況、(6)入院患者死亡・死産の確認状況、(7)院内ラウンドの実施状況について、資

料に基づいて報告があった。 

医薬品の適応外使用で副作用が出た際、救済制度が使えないこともあり、医薬品安全管理

責任者から、主治医に対し、患者への情報提供の徹底を指導している。輸血認証や輸血同意

書に関するインシデントに注目し、医療安全ニュース等で注意喚起をしている。転倒・転落

の損傷率低減のため「ころやわマット」を導入し、「ころやわマット」貸出件数を集計し、

有効活用を図っている。死産・死亡報告は、法医学教室教授がレビューし、そのコメントを

各診療科へフィードバックし、死因判定の妥当性や診断書の精度向上を図っている。死亡事

例については、合併症と判断しても、患者側要因だけでなく、医療者側要因も含めて病院と

して総合的に評価し、同様な事例が続いた場合は特に注意して検討している。前回の監査委

員会での指摘に基づいて、院内ラウンドの報告書がわかりやすく改善されている。ラウンド

にて医師のマニュアル不携帯や多職種間の情報共有に漏れがあり、改善に向けて取り組ん

でいる。 

上記の通り、医療安全管理部門は他部門と連携し、適切な業務が行われていることを確認

した。 

 

［３］医療安全管理委員会の業務の状況について 

(1)医療安全管理委員会の開催状況、審議内容、報告事項及び委員の出席状況、(2)Ｍ＆Ｍカ

ンファレンスの実施状況について、資料に基づいて報告があった。 

 状況報告書を医療安全管理委員会で検討する際に、必要な事例については診療科長が自

ら委員会で事例紹介をし、症例を振り返る仕組みを導入したことで、診療科の質・安全の向

上につなげている。 

 医療安全管理部門、診療科と連携し、委員会として適切に活動し、個別事例の検討や再発

防止にも努めていることが確認された。 

 

［４］医薬品安全管理責任者の業務の状況について 

(1)医薬品安全委員会の開催状況、(2)医薬品に関する院内の情報提供について、資料に基づ

いて報告があった。 

 医薬品安全委員会は従来の小委員会から委員会となり、より重要な事項を検討する組織

として位置づけられた。 

 医薬品安全委員会の活動は適切で、医薬品安全管理責任者は医薬品安全委員会と連携し、

その役割を十分果たしていることが確認された。 

 

［５］医療機器安全管理責任者の業務の状況について 

(1)医療機器安全委員会の開催状況、(2)医療機器整備、点検、研修等の実施状況、(3)医療

機器に係るインシデントの把握と対処等について、資料に基づいて報告があった。 



 医療機器安全委員会は従来の小委員会から委員会となり、より重要な事項を検討する組

織として位置づけられた。 

 医療機器安全委員会の活動は適切で、医療機器安全管理責任者として、医療機器の点検状

況や医療機器に係るインシデント等を把握し、適切に対応されていることが確認された。 

 

［６］医療放射線安全管理責任者の業務の状況について 

(1) 診療用放射線安全管理委員会開催状況、(2) 診療用放射線の安全使用のための職員研

修について、資料に基づいて報告があった。 

ＣＴ撮影範囲の適正化（原則２領域まで）による読影医の負荷軽減策を行っている。県内

の放射線治療施設の減少に伴い、大学病院への集中が課題となっている現状の説明があっ

た。 

診療用放射線安全管理委員会が適切に開催され、医療放射線安全管理責任者としての役

割を十分に果たしていることが確認された。 

 

3．総括 

 特定機能病院として、高度医療の提供、研究、教育という役割を担っているとともに、地

域医療の課題に対しても、積極的に取り組まれています。病院長のリーダーシップの元、医

療安全部門、各安全担当責任者、委員会を中心に、組織一丸となって、質が高く、安全な医

療を目指していることが、監査委員会において確認されました。継続的改善により安全な医

療提供の維持、向上に取り組む姿勢は大変評価され、さらなる進化に期待いたします。 

 

以上 

 


